
愛知県地域周産期母子医療センター認定要領 
（趣旨） 
第１条 国の「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」に定

める「周産期医療の体制構築に係る指針」（以下「指針」という。）及び

愛知県周産期医療対策事業実施要綱に基づき、愛知県が認定する地域周

産期母子医療センターにかかる基準及び手続きは、この要領で定める。 
（認定の基準） 
第２条 地域周産期母子医療センターの認定基準は、指針第２の２の（２）の

②に定めるとおりとする。 
（認定の手続き） 
第３条 地域周産期母子医療センターとしての認定を希望する病院は、認定の

日の６か月前までに愛知県知事（以下「知事」という。）あての申請書（様

式１）正副２通を所管の保健所（政令市・中核市にあっては市所管保健

所を経由する）に提出する。 
保健所は当該医療圏保健医療福祉推進会議の意見を聞いた上で、医務

課へ同会議の意見を付して申請書正本を送付する。 
２ 知事は、申請のあった病院（以下「申請病院」という。）が指針に照ら

し適当であるか審査を行うとともに、愛知県周産期医療協議会（以下「協

議会」という。）の意見を聴く。 
  ３ 協議会は、申請病院の県内周産期医療における活動実績や貢献度並び

に愛知県周産期医療体制における将来的役割を検討・協議し、その適否

を含め意見を述べる。 
 ４ 知事は認定に際して、申請病院に対し様式２により通知するとともに、

愛知県医療審議会及び各保健所を経由して各医療圏保健医療福祉推進会

議に報告するものとする。 
  ５ 既に地域周産期母子医療センターとして認定を受けた病院（以下「認

定病院」という。）が、認定基準に関して変更する事項が生じるときは、

事前に様式３正副２通を、所管の保健所（政令市・中核市にあっては市

所管保健所を経由する）を経由して知事に届け出るものとする。 
  ６ 知事は、変更内容が適当と認めるときは、認定病院に様式４により受

理通知するとともに、愛知県医療審議会及び各保健所を経由して各医療

圏保健医療福祉推進会議に報告する。 

 
（認定の辞退） 
第４条 認定病院が認定辞退を希望するときは、地域医療に重大な影響を及ぼ

すことから辞退の日の６か月前までに事前に辞退申出書（様式５）正副

２通を所管の保健所（政令市・中核市にあっては市所管保健所を経由す

る）に提出する。 
保健所は当該医療圏保健医療福祉推進会議の意見を聞いた上で、医務

課へ同会議の意見を付して辞退申出書正本を送付する。 
  ２ 知事は、認定病院の辞退申出につき理由があると認めるときは、協議

会に認定解除の適否について意見を聴く。 
  ３ 知事は、協議会において認定病院の辞退申出が理由があると認めると

の意見があった場合は、その意見を勘案し、辞退の受理を認定病院に対

し様式６により通知するとともに、愛知県医療審議会及び各保健所を経

由して各保健医療福祉推進会議に報告する。 
（認定の取消し） 
第５条 知事は、認定病院が、地域周産期母子医療センターの認定の基準を満

たさないと認めるときは、認定病院の代表者に報告を求めることができ

る。 
  ２ 知事は、前項の報告を受けた場合、必要と認める範囲において改善を

求めることができる。 
  ３ 知事は、認定病院が、報告の求めに応じないとき、又は改善の求めに

従わないときは協議会に意見を聴いた上で認定の取消しをすることがで

きる。 
  ４ 前項の取消しを行った場合、知事は認定病院の代表者に通知するとと

もに、愛知県医療審議会及び各保健所を経由して各医療圏保健医療福祉

推進会議に報告する。 

 
附 則 
  この要領は、平成１９年１２月１７日から施行し、同日から適用する。 
附 則 
  この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 
附 則 
  この要領は、令和２年１２月２８日から施行する。 

 

参考資料２ 


